
 

 

 本人の能力が低いことや所定労働時間内に真面目に仕事をしていなかったこと

が残業の原因の場合であっても，現実に残業している場合は，残業時間として残業

代（割増賃金）の支払義務が生じます。 

 本人の能力が低いことや，所定労働時間内に真面目に仕事をしていなかったこと

は，注意，指導，教育して改善させるとともに，人事考課で考慮すべき問題であっ

て，残業時間に対し残業代（割増賃金）を支払わなくてもよくなるわけではありま

せん。 

 

Ｑ336．本人の能力が低いことや所定労働時間内に真面目に仕事をして

いなかったことが残業の原因の場合でも，残業代（割増賃金）を支払

わなければなりませんか。 


